
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議令

和

三

年

四

月

二

十

三

日

参
議
院
災
害
対
策
特
別
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期

す
べ
き
で
あ
る
。

一

新
た
な
避
難
情
報
の
運
用
開
始
に
当
た
っ
て
は
、
的
確
な
発
令
に
つ
な
が
る
よ
う
市
町
村
に
対
し
て
十

分
な
説
明
を
行
う
と
と
も
に
、
住
民
等
の
確
実
な
避
難
に
つ
な
が
る
よ
う
制
度
の
周
知
に
努
め
る
こ
と
。

ま

た

、

よ

り

正

確

か

つ

迅

速

な

避

難

情

報

を
提

供

す

る

た

め

、

Ａ

Ｉ

の

活

用

に

よ

る

Ｓ

Ｎ

Ｓ

情

報

の

分

析
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
等
を
活
用
し
、
災
害
リ
ス
ク
の
予
測
精
度
向
上
に
努
め
る
こ
と
。

二

国
の
災
害
対
策
本
部
を
設
置
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
「
誰
も
取
り
残
さ
な
い
」
と
い
う
イ
ン
ク
ル
ー
シ

ブ
防
災
及
び
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
概
念
に
鑑
み
、
そ
の
構
成
員
に
は
、
災
害
時
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
担
当
、

障
が
い
者
施
策
担
当
等
の
職
を
務
め
る
者
が
必
要
に
応
じ
て
含
ま
れ
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。
特
に
非
常

災
害
対
策
本
部
を
設
置
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
を
担
当
す
る
特
命
担
当
大
臣
が
設
置
さ
れ
て
い
る

と
き
は
、
当
該
特
命
担
当
大
臣
も
必
要
に
応
じ
て
本
部
員
と
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

三

各
市
町
村
に
お
け
る
個
別
避
難
計
画
の
作
成
が
進
む
よ
う
、
速
や
か
に
取
組
指
針
を
改
定
す
る
と
と
も

に
、
防
災
や
災
害
対
応
人
材
の
確
保
、
各
種
の
財
政
措
置
、
先
進
・
優
良
事
例
に
関
す
る
情
報
の
提
供
、



市
町
村
等
の
情
報
共
有
の
場
の
設
置
等
、
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
特
に
、
市
町
村
に
つ
い
て
福
祉
部

局
と
防
災
部
局
の
綿
密
な
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
後
押
し
す
る
こ
と
。

四

障
が
い
者
、
高
齢
者
等
へ
の
実
効
性
の
高
い
避
難
支
援
を
可
能
と
す
る
た
め
、
平
常
時
に
お
け
る
避
難

行
動
要
支
援
者
名
簿
及
び
個
別
避
難
計
画
情
報
の
避
難
支
援
等
関
係
者
へ
の
事
前
提
供
を
進
め
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
市
町
村
を
支
援
す
る
こ
と
。
な
お
、
個
別
避
難
計
画
情
報
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
個
別

避
難
計
画
情
報
の
漏
え
い
防
止
措
置
や
秘
密
保
持
義
務
が
徹
底
さ
れ
る
よ
う
市
町
村
に
必
要
な
助
言
・
指

導
を
行
う
こ
と
。

五

水

防

法

等

に

基

づ

く

避

難

確

保

計

画

に

よ

る

避

難

支

援

の

対

象

外

の

避

難

行

動

要

支

援

者

に

つ

い

て

は
、
速
や
か
に
個
別
避
難
計
画
を
作
成
す
る
等
、
切
れ
目
の
な
い
避
難
支
援
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
適
切
な

助
言
を
す
る
こ
と
。

六

福
祉
避
難
所
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
「
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
等
を
踏
ま
え
た
高
齢
者
等
の
避
難

に
関
す
る
サ
ブ
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
の
最
終
と
り
ま
と
め
を
踏
ま
え
、
要
配
慮
者
が
福
祉
避
難
所
等

に
確
実
に
避
難
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
避
難
生
活
に
お
け
る
保
健
、
医
療
、
福
祉
的
な
面

を
含
め
た
質
の
確
保
を
図
ろ
う
と
す
る
市
町
村
へ
の
人
的
・
財
政
的
支
援
を
強
化
す
る
こ
と
。

七

広
域
避
難
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
相
互
応
援
や
民
間
事
業
者
等
と
の
協
力
に
関
す
る
協
定
の

締
結
等
、
住
民
等
へ
の
周
知
・
啓
発
、
避
難
訓
練
の
実
施
、
優
良
事
例
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
、
平
常

時
か
ら
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
。
ま
た
、
広
域
避
難
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
の
地
方
公



共
団
体
内
で
の
垂
直
避
難
、
公
共
施
設
や
民
間
の
大
型
商
業
施
設
へ
の
避
難
な
ど
、
現
実
的
に
対
応
可
能

な
複
数
の
避
難
パ
タ
ー
ン
も
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
地
域
に
お
け
る
総
合
的
な
避
難
対
策
の
一
層
の
強

化
が
図
ら
れ
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
。

八

国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
防
災
会
議
の
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
女
性
、
障
が
い
者
、
高
齢
者

な

ど

多

様

な

主

体

の

視

点

を

取

り

入

れ

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

制

度

及

び

運

用

の

改

善

に

努

め

る

こ

と
。右

決
議
す
る
。


